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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月15日(2016.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０３】
　本開示の様々な特徴及び態様が以下の特許請求の範囲において記載される。
　本発明の実施態様の一部を以下の項目［１］－［２２］に記載する。
［項目１］
　医療用封止剤組成物であって、
　少なくとも１つのヒドロシリル化－架橋性官能基を有する不飽和ゴム炭化水素と、１分
子当たり少なくとも１つのＳｉＨ基を有する架橋剤とを、含み、３５℃で２０分未満のう
ちに硬化可能である、医療用封止剤組成物。
［項目２］
　前記組成物が、３５℃で１５分未満のうちに硬化可能である、項目１に記載の医療用封
止剤組成物。
［項目３］
　前記組成物が、３５℃で１０分未満のうちに硬化可能である、項目１又は２に記載の医
療用封止剤組成物。
［項目４］
　項目１～３のいずれかに記載の医療用封止剤組成物を含む陰圧創傷閉鎖療法システム。
［項目５］
　医療用物品を皮膚に連結する方法であって、
　医療用物品を提供することと、
　少なくとも１つのヒドロシリル化－架橋性官能基を有する不飽和ゴム炭化水素と、１分
子当たり平均で少なくとも１つのＳｉＨ基を有する架橋剤とを含む組成物を提供すること
と、
　前記組成物を、前記組成物が未硬化状態のときに、前記医療用物品及び前記皮膚のうち
の一方又は両方に適用することと、
　前記医療用物品を前記皮膚に適用することと、
　前記組成物を硬化させて、前記医療用物品と前記皮膚との間に封止剤を形成することと
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、を含む、方法。
［項目６］
　前記封止剤を適用することが、二重カートリッジ自動混合送達システムから前記封止剤
を分注することを含む、項目５に記載の方法。
［項目７］
　前記医療用物品が、陰圧創傷閉鎖療法システムの構成要素であり、医療用物品を提供す
ることが、前記構成要素を提供することを含み、前記組成物を前記医療用物品及び前記皮
膚のうちの一方又は両方に適用することが、前記組成物を前記構成要素及び前記皮膚のう
ちの一方又は両方に適用することを含み、前記医療用物品を、前記組成物を適用した後に
、前記皮膚に適用することが、前記構成要素を前記皮膚に適用することを含む、項目５又
は６に記載の方法。
［項目８］
　前記組成物が、少なくとも１５，０００ｃＰの粘度を有する第１の（未硬化）状態を有
する、項目１～４のうちのいずれかに記載の医療用封止剤組成物、又は項目５～７のうち
のいずれかに記載の方法。
［項目９］
　前記組成物が、少なくとも２０，０００ｃＰの粘度を有する第１の状態を有する、項目
１～４及び８のうちのいずれかに記載の医療用封止剤組成物、又は項目５～８のうちのい
ずれかに記載の方法。
［項目１０］
　前記組成物が、少なくとも４５，０００ｃＰの粘度を有する第１の状態を有する、項目
１～４及び８～９のうちのいずれかに記載の医療用封止剤組成物、又は項目５～９のうち
のいずれかに記載の方法。
［項目１１］
　前記組成物が、硬化後に約１０～約５０の範囲のショア硬度を有する第２の状態を形成
する、項目１～４及び８～１０のうちのいずれかに記載の医療用封止剤組成物、又は項目
５～１０のうちのいずれかに記載の方法。
［項目１２］
　前記組成物が、硬化後に約１５～約４０の範囲のショア硬度を有する第２の状態を形成
する、項目１～４及び８～１１のうちのいずれかに記載の医療用封止剤組成物、又は項目
５～１１のうちのいずれかに記載の方法。
［項目１３］
　前記組成物が、硬化後に約１５～約３５の範囲のショア硬度を有する第２の状態を形成
する、項目１～４及び８～１２のうちのいずれかに記載の医療用封止剤組成物、又は項目
５～１２のうちのいずれかに記載の方法。
［項目１４］
　前記不飽和ゴム炭化水素が、ポリイソプレンを含む、項目１～４及び８～１３のうちの
いずれかに記載の医療用封止剤組成物、又は項目５～１３のうちのいずれかに記載の方法
。
［項目１５］
　前記ポリイソプレンが、約１００００～約９００００の範囲の分子量を有する、項目１
４に記載の医療用封止剤組成物又は方法。
［項目１６］
　前記組成物が、ポリマー希釈剤をさらに含む、項目１～４及び８～１５のうちのいずれ
かに記載の医療用封止剤組成物、又は項目５～１５のうちのいずれかに記載の方法。
［項目１７］
　前記ポリマー希釈剤が、非反応性ゴム、鉱物油、又はそれらの組み合わせを含む、項目
１６に記載の医療用封止剤組成物又は方法。
［項目１８］
　前記ポリマー希釈剤が、ポリイソブチレンを含む、項目１６又は１７に記載の医療用封
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止剤組成物又は方法。
［項目１９］
　前記組成物が、触媒をさらに含む、項目１～４及び８～１８のうちのいずれかに記載の
医療用封止剤組成物、又は項目５～１８のうちのいずれかに記載の方法。
［項目２０］
　前記組成物が、前記不飽和ゴム炭化水素を含む第１の成分と、前記不飽和ゴム炭化水素
及び前記架橋剤を含む第２の成分とを含む、２成分系である、項目１～４及び８～１９の
うちのいずれかに記載の医療用封止剤組成物、又は項目５～１９のうちのいずれかに記載
の方法。
［項目２１］
　前記第１の成分が、触媒をさらに含む、項目２０に記載の医療用封止剤組成物又は方法
。
［項目２２］
　前記２成分系の前記第１の成分及び前記第２の成分を、使用前に、別々にしておく、項
目２０又は２１に記載の医療用封止剤組成物又は方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療用封止剤組成物であって、
　少なくとも１つのヒドロシリル化－架橋性官能基を有する不飽和ゴム炭化水素と、１分
子当たり少なくとも１つのＳｉＨ基を有する架橋剤とを、含み、３５℃で２０分未満のう
ちに硬化可能であり、
　前記組成物が、１５，０００ｃＰ～１，０００，０００ｃＰの範囲の粘度を有する第１
の（未硬化）状態を有する、医療用封止剤組成物。
【請求項２】
　前記組成物が、３５℃で１５分未満のうちに硬化可能である、請求項１に記載の医療用
封止剤組成物。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の医療用封止剤組成物を含む陰圧創傷閉鎖療法システム。
【請求項４】
　医療用物品を皮膚に連結する方法であって、
　医療用物品を提供することと、
　少なくとも１つのヒドロシリル化－架橋性官能基を有する不飽和ゴム炭化水素と、１分
子当たり平均で少なくとも１つのＳｉＨ基を有する架橋剤とを含む組成物を提供すること
と、
　前記組成物を、前記組成物が未硬化状態のときに、前記医療用物品及び前記皮膚のうち
の一方又は両方に適用することと、
　前記医療用物品を前記皮膚に適用することと、
　前記組成物を硬化させて、前記医療用物品と前記皮膚との間に封止剤を形成することと
、を含む、方法。
【請求項５】
　前記組成物が、硬化後に約１０～約５０の範囲のショア硬度を有する第２の状態を形成
する、請求項１～３のうちのいずれかに記載の医療用封止剤組成物。


	header
	written-amendment

